
能登町教職員の多忙化改善に向けたアクションプラン（R７改訂版） 

令 和 ７ 年 ４ 月 

能登町教育委員会 

１ はじめに 

 令和２年３月、石川県教職員多忙化改善推進協議会が「石川県公立小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校における教職員の多忙化改善に向けた取組方針（改訂版）」

を策定した。 

これを受け、能登町教育委員会においても、保護者や地域の方々の協力や理解を得な

がら計画的に実施するための「教職員の多忙化改善に向けたアクションプラン」を定め、

時間外勤務時間が月８０時間を超える教職員ゼロを目指してきたが、目標は達成できな

かった。しかしながら、スクールサポートの全校配置や部活動顧問の複数担当制等によ

り時間外勤務時間が減少し、取組については、一定の成果をあげていると捉えることが

できる。令和５年度は、教職員加配が令和４年度より多くなり、業務の平準化が進んだ。

令和６年度は、震災対応の加配の教員配置があり、被災者である教員の負担軽減を図る

とともに、本務に注力できる時間の確保ができた。令和 7年度も引き続き、震災対応の

加配教員が配置された。今後も、児童生徒に向き合う時間を確保し、より工夫のある業

務改善を進めていかなければならない。 

 

２ 達成目標 

 

 

 

 

 

 

３ 具体の取組 

（１）町教育委員会における取組 

  ① 継続した取組として、町内全ての学校で勤務時間調査を行うとともに、ストレ

スチェックを実施し、教職員の心身の健康管理に努める。 

  ② 夏季休業中の旧盆を含む１週間を「リフレッシュウイーク」とし、期間中に全

ての学校で連続する４日間以上の学校閉庁日を設定する。 

③ 授業、校務の ICT 化を推進し、各種調査や提出物の精選、簡略化、統合を図る。 

④ 中学校の部活動の地域移行を推進し、外部人材の活用により業務の軽減を図る。 

 

（２）学校における取組 

① 常に児童生徒の教育のためを念頭に、精選した業務内容を工夫する。 

②「最終退校時間」を定め、月２回以上の「定時退校日」を設定する。 

  ③ 業務の平準化について十分配慮する。 

  ④ 学校評価において、教職員の働き方や業務改善に関する評価項目を設け、継続 

的に評価・改善を行う。 

   ⑤ 町内全ての中学校の部活動指導において、町で定めている「能登町における部

活動の方針」「能登町部活動の地域移行に関する推進計画」を基に、各学校の部活

動基本方針を定め、外部指導者が配置されている場合には、顧問と指導者が連携

し、適切な指導を行う。 

・時間外勤務時間が月 80時間を超える教職員ゼロを目指す。 

・1か月 45 時間 1 年間 360 時間以内を目指す。 


